
 

 

 海外療養費申請書類について（海外旅行用）  
 

 

●海外療養費とは 

 

海外渡航中に急な病気やけがでやむを得ず現地の医療機関を受診した場合、海外では

健康保険は適用にならないため、全額を自費で支払い後日申請し、審査が通れば療養

費として支給を受ける事ができます。 

但し、療養を目的として海外に行った場合や、第三者行為（交通事故等）による傷病

は支給されません。※注意点：支給額は海外で支払った医療費の 7 割ではありません。 

健康保険は日本国内の制度のため、日本国内で同等の傷病にかかった場合の医療費に

換算し、その金額に対して健保負担分を支給します。医療費の高い国で受診された時

は差額が大きくなり、自己負担が重くなります。また、一部保険適応外（入院時食事

代・健康診断や歯の詰め物等）もあります。そのため、実際の給付額は支払った額の 1

割程度かまたはそれ以下になる場合もありますので、ご了承ください。 

海外に滞在の場合には、海外旅行保険などに加入する事をお勧めいたします。 

 

●必要書類 ＜※全て原本で申請ください。コピー不可です＞ 

①療養費支給申請書 

②医科の場合、診療内容明細書（様式Ａ）と領収明細書（様式Ｂ） 

 歯科の場合、診療内容明細書（様式Ａ）と歯科診療内容明細書（様式Ｃ） 

現地医療機関の医師が証明するものです。 

③海外療養費 様式ＡＢＣ用翻訳 

上記②に対する翻訳です。翻訳者(被保険者と利害関係のない第三者がのぞましいが、

被保険者本人でも可)の住所・氏名・捺印を忘れずにお願いします。 

④現地の医療機関が発行した領収書（受診者のフルネームが記載されていること） 

項目ごとに日本語訳を記載してください（※別紙１ご参考） 

※原本を返却希望の場合は、メモ書きで構いませんので、その旨を申請書にご記入く

ださい。支給処理が終わりましたら、健保から支給済みの印を押して返送します。 

⑤パスポートの写し（本人確認ができるページと、渡航期間（入出国のスタンプ）が

確認できるページ）もしくは航空券等の写し 

⑥調査にかかわる同意書 

 

上記①～④の書類は 

受診者の診療月毎（入院・入院外来別）、医療機関毎に一揃いが必要となります。 

例）ＡとＢという医療機関でそれぞれ 2 カ月受診 

Ａ医療機関では入院と外来があった場合 ⇒申請には 5 セット必要です 

診療内容を日本の医療に置換える必要があるため、詳しく記載してください。 

置換えの判断ができない場合、支給対象外となってしまいます。 

 

※必要が生じた場合は、別途追加で書類を求めることがあります。 

 

●提出先 

  事業所総務等の健康保険担当者へご提出ください。 

  特例退職者医療制度・任意継続にご加入の方は、ホンダ健保へご提出ください。 

 

●支給  

申請から約 3 ヶ月ほどかかります。       

  〒107-8556 東京都港区南青山 2-1-1 

                                      ホンダ健康保険組合 医療費管理センター 

                                        TEL  03-3423-1023 



別紙１ 領収証 

  

 

・こちらは鉛筆書きで結構ですの

で、日本語に置き換えてください 

 

※医療を受けた本人が支払った

領収書が必要です。 


